
戸籍にフリガナが記載されます
通知を必ず確認しましょう

　改正戸籍法が５月26日から施行され、戸籍にフ
リガナが記載されます。
　府中市が本籍地の人には、６月23日にフリガナ
が記載された通知を発送しました。通知されたフ
リガナが誤っている場合は届け出が必要なため、
必ず通知の内容を確認してください。

なぜフリガナが
　　　記載されるの？
　　戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、
　次のような効果が期待されます。
▶行政のデジタル化の推進のための基盤整備
▶本人確認情報としての利用
▶各種規制の潜脱防止

　　内のフリガナが誤って
いないか確認してください。
▶誤りがある場合
　　➡ 2  へ
▶誤りがない場合
　　➡これで終了

フリガナが記載された通知の例▶

※「戸籍にフリガナが記載されます」（法務省）を加工して作成
https：//www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

届け出がなかった場合、1 の
通知に記載されたフリガナが
戸籍に記載されます。

　「マイナポータル」または「市役所窓口」へ届け出てください。
令和８年５月25日（月）

マイナポータル
マイナポータルからオンラ
インで届け出ができます。
方法は二次元コードからご
確認ください。

手数料はかかりません！詐欺にご注意ください！

市役所窓口
まずは電話でご相談ください。
市民課（☎４４‒９１３９）、

　　上下支所（☎６２‒２１１４）

市民課（☎４４‒９１３９）、上下支所（☎６２‒２１１４）

2  正しいフリガナを届け出

広島県府中市○○○○○○

1  フリガナが記載された通知を確認
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